
青梅市スポーツ振興基金 援助について

※ 詳細は裏面

基金

援助

２スポーツ普及推進事業

市内の団体が、市民を対象とした普及・向上

を目的とする講習会等を開催するとき補助金

として援助

１大会出場報償事業

市民（団体）が各種大会（全国・世界）に出

場したとき報償金として援助

３大会運営事業

市内の団体が市内全域以上を対象とする大会

を主催・主管するとき補助金として援助

４その他事業

その他援助が必要と認めたとき、補助金とし

て援助

【表彰】

青梅市スポーツ振興基金

条例にもとづく表彰

青梅市スポーツ功労賞

青梅市スポーツ賞

青梅市スポーツ奨励賞

青梅市スポーツ特別賞

青梅市スポーツ栄誉賞

対象者 ：青梅市民および市内に活動の本拠のある個人・団体で該当

する大会に正規に登録している実際に出場したもの

対象大会：文科省、日本スポーツ協会、日本パラスポーツ協会、日本

パラリンピック委員会とその加盟団体、日本レク協会およ

びその加盟団体が代表として派遣または主催する大会

※予選大会があり推薦等で選出されたもの

※その他市長が認めたもの

対象経費：交通費、宿泊費

援助額 ：個人１万5,000円（外国７万5,000円）

援助回数：同一年度1人1回

対象事業

①市内の団体が市民を対象としてスポーツの普及を目的とする講習

会等を開催するとき

②団体が小中学生対象のスポーツ普及事業を開催するとき

対象経費：講師謝礼金、施設使用料、器具借上料

援助額 ：１団体同一年度内１事業５万円（著名な講師を招いて行う

講習会等の開催をするときは２０万円を限度）

対象事業：市内の団体が市内全域以上で市民を対象とする大会の主催

・主管するとき

対象経費：施設使用料、器具等借上料

援助額 ：１団体同一年度内１大会で市民の参加が過半数を超える場

合は５万円。過半数を超えない場合は２万５千円

対象事業

青梅市スポーツ協会に対するスポーツ育成強化事業

オリンピック強化指定選手援助事業

その他、特に基金による援助を必要と認めたとき

表彰



青梅市スポーツ振興基金 表彰について

【表彰】

青梅市スポーツ振興基金

条例にもとづく表彰

青梅市スポーツ功労賞

青梅市スポーツ賞

青梅市スポーツ奨励賞

青梅市スポーツ特別賞

青梅市スポーツ栄誉賞

体育、スポーツおよびレクリエーション活動の指導ならびに組織化に努力し、社会体

育の普及発展に著しい功績があったと認められかつ下記の年数を在職したもの

①青梅市スポーツ推進委員 在職８年以上

②スポーツ教室指導員 在職１０年以上

③スポーツ協会会長 在職５年以上

④スポーツ協会副会長、正副理事長、会計 通算１０年以上

⑤スポーツ協会加盟団体の長 在職１０年以上

⑥その他青梅市長が認める団体・市民 教育委員会が必要と認めるとき

青梅市スポーツ功労賞

青梅市スポーツ賞

青梅市スポーツ奨励賞

青梅市スポーツ特別賞

◆推薦◆

青梅市スポーツ協会、スポーツ協会加盟

団体、青梅市が調査し表彰候補推薦調書

により推薦をする

被表彰者に対する賞状等の贈呈内容

青梅市スポーツ功労賞 賞状・記念品

青梅市スポーツ賞 賞状・記念品

青梅市スポーツ奨励賞 メダル

青梅市スポーツ特別賞 賞状・記念品

青梅市スポーツ栄誉賞 賞状・報奨金

下記により、各種大会に出場した場合（市内在住・在勤（学）者のみ対象）

①団体および市民が青梅市、団体を代表して出場

②予選等を通じて各種大会に出場

③学校活動で大会に出場

東京都全域 優勝

関東全域 ３位以内

全国 ８位以内

国際大会 出場者

小中学校の児童および生徒が下記の表に定める成績を上げたとき（市内在住・在学者のみ）

三多摩全域 優勝・準優勝

東京都全域 ２位～６位

関東全域程度 ４位～８位

全国 ９位以下の出場者

全国大会または国際大会に出場し、特に優秀な実績を上げた場合に、表彰することが適

当と青梅市長が認めたとき

青梅市スポーツ栄誉賞
オリンピック、パラリンピックおよび同等の世界大会に出場し、３位以上の実績を上げ

た場合において、表彰することが適当と市長が認めたとき

※９月１日～翌８月３１日までを区切りとし、10 月のスポーツの日に表彰します(推薦締め切りは 9 月の第１金曜日)


